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令和３年３月２３日 

 

令和３年度 山県市組織・人事異動等について 

 

１ はじめに 

（１）組織定数と人事異動の基本的方針 

令和３年度の組織定数及び人事異動にあたっては、適材適所による人事配置はもと

より、引き続き「地方創生」を進めるため、職務に対する意欲を自ら高め、積極的に

挑戦する意欲を持つ人材の育成と配置に努める。 

 

（２）職員数 

令和３年度当初の職員数は２４９名（再任用職員含む。）となり、昨年度と比較し４

名減になります。 

再任用職員は、１名増の１９人となり、再任用職員を除く定年前正職員数は２２９

人（前年２３５人）となっております。 

 

再任用職員含む職員数 

平成３１年度当初：２５２人（２３６人＋再任用１６人） 

令和 ２年度当初：２５３人（２３５人＋再任用１８人） 

令和 ３年度当初：２４９人（２３０人＋再任用１９人） 

※岐北衛生施設利用組合出向者は除く。 

 

２ 基本目標 

（１）新型コロナウィルスワクチン接種体制の確保 

  新型コロナウィルス感染症に係るワクチン接種に関し、迅速かつ適切に市民に接種

できるよう、予防接種体制の確保に全力を挙げて取り組む。 

（２）バスターミナル供用開始を契機としたまちづくり 

  東海環状自動車道山県ＩＣからも近く、山県市の玄関口としての機能が期待される

交通結節拠点のバスターミナル及び関連施設が６月に開業を迎えるにあたり、企業誘

致や観光など新たなまちづくりに積極的に取り組む。 

（３）ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）の増加に向けた取組体制の充実 

  ふるさと応援寄附金は全国からの寄付金による支援を受けられるだけでなく、市の特

産品の売上や宣伝にもつながることから、返礼品の拡充を含め、積極的に推進する。 

（４）防災減災による市民の安全性確保 

  道路･橋梁などの社会インフラの老朽化対策や緊急輸送路の確保のほか、自主防災組

織の取り組みの支援や災害時の情報伝達手段の確保など、令和２年度に引き続き、市

民一体となった防災･減災対策を進めていく。 
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３ 組織方針 

（１）組織の廃止 

  今年度、企画財政課内に設置した「緊急経済対策室」については、新型コロナウィル

ス感染症の経済対策として実施された定額給付金等の事業が終了したため廃止とする。 

 

（２）事務分掌の見直し  

 業務の効率化を図るため、次の事務について所管変更を行う。 

分掌事務 所属課 

1 寄附・ふるさと納税に関すること 総務課 → 企画財政課 

2 地域おこし及び特産品に関すること 支所（美山・伊自良）→ 支所、企画財政課 

3 行財政改革に関すること 企画財政課 → 総務課 

4 契約及び入札事務に関すること 企画財政課 → 総務課 

5 指定管理者制度の事務の統括に関すること 企画財政課 → 総務課 

6 地域交通に関すること 企画財政課 → まちづくり・企業支援課 

7 空家対策に関すること まちづくり・企業支援課 → 建設課 

8 就学前の子どもの教育、保育に関すること 学校教育課 → 子育て支援課 

※「8就学前の子どもの教育、保育に関すること」の子どもの教育に関する事務が所管変更  

 

４ 人事異動等にあたっての考え方 

（１）人事方針 

  ・職員のキャリアアップを図るため、定期的（３～５年程度）な異動を行うが、特

殊業務や長期的事業に携わる職員については例外とする。 

・意向調査等から本人意向を尊重しつつ、過去の勤務実績等を勘案したうえで、適

正な人員配置に努める。 

・再任用職員は、過去の職歴や適正等を考慮して配置する。 

 

（２）人材育成 

職員のスキルアップやキャリアデザインの意識向上、人脈形成などを目的とし、人

事交流、研修派遣等を行う。 

・国への職員派遣（２年） 

経済産業省中部経済産業局産業技術課（１名）継続  

国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所（１名）継続 

・岐阜市との相互人事交流（２年） 

岐阜市(１名）継続 

  ・一部事務組合への派遣（２年） 

岐阜県後期高齢者医療広域連合（１名）新規 
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（３）新規職員の採用 

第５次山県市定員適正化計画に配慮しつつ、組織の活性化を図るため、新規職員を

採用する。また、一般職だけでなく、必要に応じて専門職員（保健師、保育士）を採

用することで行政サービスの維持を図る。 

 

令和３年度新規採用職員の内訳 

一般職６人 保健師１人 保育士１人   計８人 

 

（４）再任用職員の活用 

退職者の豊富な知識・経験を効果的に活用することで、若手職員の育成や市民サー

ビスの向上を図るため、再任用職員１９人を確保し適宜配置する。 

 

（５）時間外勤務の縮減 

・所属長は、職場全体の超勤時間の状況及び超勤時間の多い職員の業務内容、健康の   

維持管理に留意し、業務分担を見直すなどの適切な措置を行う。また、業務に係る   

指示を的確に行うよう努め、職員の事務量を軽減するよう努める。 

     ・毎週水曜日のノー残業デー、毎月１９日のワーク・ライフ・バランスデーの定時退 

庁を徹底し、通常時においても時間外勤務削減に努める。 

・業務の必要性、緊急性を十分考慮し、必要な場合のみ時間外勤務を申請する。 

 

時間外労働の上限規制「月４５時間 年間３６０時間」 

 

（６）係総括に課長補佐級の登用 

   昨年度より主幹級職員のポジションを課長補佐級職員が担うことが出来ることと

したが、令和３年度は更に拡充し配置する。 

    人事内示において、○○課○○担当課長補佐と明記のあった課長補佐級職員は、係  

総括とする。 

 

５ その他所属別事項 

（１）総務課 

   総務課に契約事務及び指定管理者制度の統括事務を移管することで1名の増員とす

る。 

（２）企画財政課 

企画調整係、財政契約係、広報係を改め、地方創生係、財政係、広報統計係とし、

課内に課長級職員として「地方創生監」を設置してふるさと納税を含めた地方創生関

連の業務を所管する。 

また、支所が所管する「地域おこし及び特産品に関すること」については、企画財

政課も所管課とし連携して業務を担うこととする。 
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（３）まちづくり・企業支援課 

課内に課長級職員として「企業支援対策監」を新たに設置し、市内企業の支援業務

及び企業誘致に特化した業務を所管するとともに、企業支援業務の中で他課に関連す

る業務は、各課の取りまとめ役も担い、横断的に対応する。 

（４）建設課 

   まちづくり・企業支援課が所管する「空家対策に関すること」を建設課へ移管し、

保安上、衛生上の観点から、周辺の生活環境の保全上、放置することが不適切である

と認められる「特定空家」の対応を行う。  

（５）子育て支援課 

   学校教育課が所管していた就学前の子どもの教育に関する業務を、子育て支援課に

移管し１名の増員とする。 

（６）生涯学習課 

   生涯学習課文化財調査室は、令和６年度の国の史跡指定を目標としているが、２年

目となる令和３年度は大桑城跡の歴史的検証や調査を更に進めるため１名の増員とす

る。 


